
 

 

１ 策定の背景 

 20世紀における二度の世界大戦の反省から、人

権問題は国際社会全体に関わる問題であり、人権

の尊重が世界平和の基礎であるという考え方が主

流になってきました。 

国際社会では、世界人権宣言にはじまり、人種

差別撤廃条約、国際人権規約、女子差別撤廃条約、

児童の権利に関する条約など、人権尊重や差別撤

廃に向けた数々の取り組みが行われており、1994

年には「人権教育のための国連10年」、2004年に

は「人権教育のための世界計画」が決議されまし

た。 

 本市では、平成10年（1998年）4月からスター

トした新しい総合計画の中で、人権尊重を最も重

要な理念の一つとして位置づけています。 

 この総合計画では、基本的人権の理念が日々の

暮らしのなかに生かされ、すべての人が差別や偏

見による人権侵害で苦しむことのない、市民だれ

もが、かけがえのない人間として尊重され、いき

いきと生活できるまちづくりをめざすことがうた

われています。 

 本基本方針は、こうした世界的な人権尊重の潮

流及び総合計画の方向を踏まえて、策定されたも

のです。 

 

２ 人権問題の現状 

 今日、世界に目を向けると戦乱や貧困・飢餓な

どのため、教育の機会が与えられない多くの子ど

もたちや、十分な治療が受けられず、生命の危機

に瀕している人たちがいます。 

 国内においては、女性差別や子どものいじめ、

外国人や被差別部落出身者への人権侵害などが依

然残っています。本市においても、市内に地域改

善対策事業の対象となる地域は存在しないものの、

過去において被差別部落出身者に対する差別事件

が発生しており、今後も再発する可能性がありま

す。 

 また、最近ではインターネットによる人権侵害

のほか、特定の民族などへの憎悪をあおるヘイト

スピーチも発生しています。さらに、人権意識の

高揚や社会情勢の変化にともない、いままで見過

ごされてきたことが人権問題として顕在化したり、

新たな人権問題が発生したりすることも予想され

ます。 

 戦後70年余を経過してなお、民主主義の根幹で

ある基本的人権が十分守られていない状況のなか

で、市職員はもとより、市民一人ひとりが人権感

覚をみがき、問題意識をもって、人権問題の解決

にあたることが求められています。 

 

３ 策定の理念 

 日本国憲法第 14 条では、「すべて国民は、

法の下に平等であって、人種、信条、性別、

社会的身分又は門地により、政治的、経済的

又は社会的関係において、差別されない」と

しています。 

 しかし、現実には女性、子ども、高齢者、障害

のある人、被差別部落出身者、外国人及び患者等

にかかわる人権侵害は深刻な社会問題となってお

り、早期の解決が求められています。 

 これらの解決にあたって、行政の役割はきわめ

て重要です。すべての部署において、市職員は人

権意識を高め、それぞれが人権行政の推進者とし

ての自覚をもつ必要があります。 

 しかし、人権問題は社会全体の問題であり、そ

の解決は行政だけの努力では不十分です。市民一

人ひとりが人権意識をもち、互いに支えあい、平

等な存在として認め合う関係を築くことが、問題

の本質的な解決には欠かせません。 

 国連では人種、皮膚の色、性、宗教、政治的意

見、財産、地位などによるいかなる差別または区

別もなしに、すべての人が評価及び尊重される社

会の発展を目指して2004 年 12 月「人権教育のた

めの世界計画」決議が採択されました。そして、

この取り組みは、政府や自治体はもとより、人権

擁護団体をはじめとするさまざまな市民が参加し、

あらゆる機会において行われるべきであるとして

います。 

 本市としてもこの視点に立ち、「このまちに人権

文化を築くために」を理念として、基本方針を策

定します。今後は、この方針に沿って人権施策を

推進するため、市民と手を携えながら努力してい

きます。 
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１ 共通事項 

 すべての人権問題について、本市が共通して取

り組むべき事項として、次の３項目を基本方針と

します。 

(1) 人権を尊重した行政の推進 

 市職員は、人権感覚をみがき、市民の人権擁護

が本務であるとの認識をもち、常に人権を重視し

て職務を遂行します。 

(2) 人権啓発・教育の推進 

 市民意識を把握した上で、あらゆる年齢、職業、

社会層、出身、国籍、性別、思想・信条、身体的

状況、経済的状況のすべての市民の、人間として

の尊厳を守るための人権啓発・教育を効果的に行

います。 

(3) 相談・支援体制の整備 

 あらゆる人権侵害から市民を守るため、より相

談しやすい相談体制を整備する等、相談者に対し

て問題の早期かつ適正な解決を図るための必要な

支援を行います。 

 

２ 個別課題 

 人権問題は、国際的な問題から身近な問題まで

きわめて多岐にわたっています。当面、８項目の

課題に関して基本方針を定めますが、現在表面化

していないものであっても、今後人権問題として

顕在化する可能性がある課題については、人権尊

重の視点から適切な方針を策定します。 

○性差別（男女）の問題 

 男女が社会の対等な構成員として、社会のあら

ゆる分野に参画する機会が確保される男女共同参

画社会の実現をめざし、「松戸市男女共同参画プラ

ン」に基づいた男女共同参画のまちづくりのため

の施策を推進します。 

○子どもの問題 

 すべての子どもが人格をもった一人の人間とし

て成長できるよう、子どもの人権を擁護し、尊重

するための施策を推進します。 

○高齢者の問題 

 すべての高齢者の人権が尊重され、いきいきとし

た生活が送れるよう、「松戸市高齢者保健福祉計画」

及び「松戸市介護保険事業計画」に基づいた高齢者

自立支援のための施策を推進します。 

○障害のある人の問題 

 障害のある人の社会への完全参加と平等をめざ

して、障害のある人の人権が尊重されるための施

策を推進します。 

○被差別部落出身者の問題 

 被差別部落出身者の人権が尊重されるよう、啓

発と相談のための取り組みを強化し、同和問題の

早期解決のための施策を推進します。 

○外国人の問題 

 外国人の人権を尊重し、福祉の向上や地域参加

の促進を図り、共に生きる市民として、平等で開

かれた社会づくりのための施策を推進します。 

○患者等の問題 

 特定の病気に関する十分な知識がないことによ

る社会的偏見をなくし、人権に配慮した医療を行

うとともに、患者等を支える社会づくりのための

施策を推進します。 

○さまざまな人権問題 

 アイヌの人々、刑を終えて出所した人、性的マ

イノリティ、犯罪被害者やその家族、ホームレス、

東日本大震災における震災被害者に対する社会的

偏見による人権侵害をなくし、すべての人が社会

の一員として明るい生活を営むことができるよう、

正しい理解と認識を深める教育・啓発施策を推進

するとともに、自立支援の施策等を推進します。 

また、匿名性などのインターネットの特性を悪

用したプライバシーの侵害や中傷などによる社会

的偏見の増長を防ぐための施策を推進します。 

 

３ 施策の推進に向けて 

人権問題は、市民生活のあらゆる場面にかかわ

りをもつものであり、施策の推進にあたっては、

市民との協働を重視しながら、総合的、体系的に

取り組む必要があります。 

(1) 推進体制 

 この基本方針に基づき、人権施策を効果的に推

進するために、行政組織内に「人権担当」を置き、

施策の総合調整や評価を行います。 

(2) 行動計画の策定 

 この基本方針に基づき、体系的かつ具体的な施

策を推進するために、課題別に目標を定めるとと

もに、具体的な施策を明らかにする行動計画を策

定します。 

(3) 市民との協働体制 

 この基本方針に基づき、市民の英知を結集して

実効ある取り組みを行うために、市民との間で共

に学び、相互に啓発しあい、人権尊重を同じ文化

として共有する協働体制の構築に向けて取り組み

ます。 
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